
改正

自転車の乗車人員の年齢制限に関する規定の改正

令和２年６月30日（火）施行

兵庫県警察

自転車の幼児同乗に関する規定

① ６歳未満の者１人を

幼児用座席に乗車させ

ている場合

② 幼児用座席に６歳未満

の者２人を乗車させてい

る場合

1  改正されるもの

③ 幼児用座席に６歳未満の者１人を乗車

させ、かつ、４歳未満の者１人を背負い、

ひも等で確実に緊縛している場合

幼児二人同乗用自転車に限る

幼児用座席に乗車させることができる者を

「６歳未満の者」
から

「小学校就学の始期に達するまでの者」
に改正されます。

2 改正されないもの

④ ４歳未満の者１人を背負い、ひも

等で確実に緊縛している場合

背負わず抱っこ３人同乗

参考（違反となるもの）


